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平成１２年４月に始まったあたらしい「成年後見制度」では、将来の不安に備えて自分であらかじめ後見人を選ぶ「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分ですぐに支援が必要な場合の「法定後見制度」（ご本人の判断能力の程度に応じた「後見」「保佐」


「補助」の３類型があります）という２つの制度による支援が受けられます。


　私たちはこの成年後見制度を必要な方に使っていただけるよう、地域の社会福祉協議会などとも協力・連携して、「成年後見制度」の情報提供と相談、成年後見制度の活用支援をはじめ、日常生活から財産の管理・処分に関することなど、不安を抱えておられる方々を広くサポートする活動を行っています。


　本冊子では、法定後見制度の３類型のうち「補助」類型について、基本的な制度解説と私たちがこれまで受任した具体的事例によって、詳しくご紹介させていただきます。


ご本人の自己決定権を尊重しつつ、ご本人を悪徳商法などの被害から守り、保護することができる、法定後見「補助」類型についての理解が広まり、この制度の活用が進むための一助になれば幸いです。
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成年後見制度のうち、法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の３つの類型があります。（図表１参照）
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補助の対象となられるのは、精神上の障害（認知症・知的障害・精神障害等）により判断能力が不十分な人とされています。高度な判断を要する行為に関する能力は不十分であっても、比較的単純な一定範囲の行為に関する能力はある人が対象となりますので、後見や保佐に比べても、本人の自己決定が尊重される制度設計となっており、家庭裁判所への補助開始の審判の申立てには、本人の同意が必要とされています。
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　補助の類型においては、本人の自己決定が尊重されるため、補助開始の審判によって自動的に補助の内容が確定するわけではありません。補助開始の審判の申立てと同時に、特定の法律行為について補助人の同意を要する旨の審判、および、特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判のうち、いずれか一方、または両方の審判の申立てを行い、その審判の内容に基づいて補助が行われることになります。したがって、補助人には、その付与された権限によって、図表３のような３つのタイプが存在します。


なお、自己決定尊重の観点から、同意権や取消権の付与についても、本人の同意が必要とされています。
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　判断能力が不十分な人の場合、悪質な訪問セールスや詐欺的住宅改築業者などの被害にあうことも珍しくありません。そのような場合、高額な買い物について補助人に同意権（取消権）を付与しておくことで、成立した被補助人に不利な契約を事後的に取り消すことが可能となります。　


このように、補助人の同意権（取消権）を「お守り」として活用することにより、一人暮らしで判断能力がやや衰えた高齢者の人などを、犯罪などの被害から守り、保護することが可能になります。実際に、「補助人に相談する」と答えたところ、しつこい電話勧誘が止まったというケースも報告されています。
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　鈴木一郎さん（８５歳）は、１０年前に妻を亡くし、現在、東京都の自宅で一人暮らしをしています。ある日、一郎さんの姪の和子さん（５５歳）が一郎さんの自宅を訪ねたところ、大量の健康食品が山積みになって置かれていました。驚いた和子さんが「伯父さん、これ、どうしたの？」と聞くと、一郎さんは「誰かは忘れてしまったけど、親切な方が僕の健康を心配して売ってくれた」と言いました。一郎さんは、どうやら悪徳商法の被害に遭ってしまったようでした。





　和子さんは、一郎さんの今後のことが心配になりました。長野県在住の和子さんは一郎さんの自宅を頻繁に訪問することができず、誰かに一郎さんを見守ってもらう必要がありました。そこで、最寄りの社会福祉協議会へ相談に行ったところ、職員の方から「成年後見制度」という制度があることを教えてもらいました。また、成年後見制度に関する相談に乗ってもらえるということで、ＮＰＯライフサポート東京を紹介してもらいました。





和子さんは、早速、ＮＰＯライフサポート東京の事務所へ行き、行政書士・行政太郎さんから、成年後見制度の概要、申立ての方法、成年後見人等の職務などについて教えてもらいました。和子さんは、４親等内の親族として一郎さんの法定後見開始の審判の申立てを行おうと思いましたが、今後、成年後見人等に就任して一郎さんをサポートすることについては負担が大き過ぎると思い、ＮＰＯライフサポート東京に一郎さんの「後見人等候補者」になってもらうようお願いしました。





　和子さんが一郎さんに成年後見制度について説明したところ、一郎さんは「最近、物忘れがひどくなって、自分でも不安になることがある。そういう制度を利用していれば安心だ」と言って、成年後見制度を利用することについて同意してくれました。そこで、和子さんは、まず一郎さんとともに主治医の先生のところへ行き、「診断書（成年後見用）」の作成をお願いしました。





診断の結果、一郎さんは「補助相当」であることがわかりました。そこで、和子さんは、家庭裁判所に対し、一郎さんの「補助開始の審判の申立て」とともに「同意権付与の審判の申立て」を行い、万一、一郎さんが悪徳商法被害に遭っても、補助人がその契約を取り消すことができるようにしました。





　ＮＰＯライフサポート東京が一郎さんの補助人に就任し、行政太郎さんが担当者となってから数か月が経過しました。その間、行政太郎さんは一郎さんの自宅を何度も訪問し、世間話をしたり、困りごと相談に乗ったりして、すっかり仲良くなっていました。ところが、ある日、行政太郎さんが一郎さんの自宅を訪問した際、見慣れない大きなステレオが置いてあることに気づきました。どうやら一郎さんは、補助人の同意を得ないで、高額なステレオを購入したようでした。
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ＮＰＯライフサポート東京は、主に高齢者の方々の成年後見制度の利用を


支援する目的で、平成１７年２月に設立されました。品川区の行政書士１２名でスタートしてから５年がたち、現在では東京、千葉、神奈川の行政書士、社会保険労務士、司法書士、フィナンシャルプランナーなどの専門職約３０人の会員が参加しています。





�　　　　まずはお気軽にお電話を（０３－３４７２－８５９５）





�　　　　詳しいお話をお伺いし、手続をご案内します（出張相談可）





�　　ご希望の条件に合った担当者をご紹介します





�　　申立手続支援等を行い、成年後見人等に就任します
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一方で、趣味に関する物品の購入など、被補助人の価値観に基づいて、納得したうえで行う行為については、日常生活に必要ではないなどの理由だけで取り消したりせずに、家計破綻の可能性がないかなどを慎重に確認したうえで、補助人は同意（または追認）をすることになります。このあたりの判断には、非常に繊細かつ微妙な配慮も求められるため、補助人には、被補助人の「その人らしさ」への理解や自己判断を尊重する姿勢と、なんでも相談できる相手として被補助人から信頼される関係を築く努力が求められるといえます。
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1　借財又は保証


（１）債務保証契約の締結


２　不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為


（１）本人所有の土地又は建物の売却


（２）本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定


（３）贈与又は寄附行為


（４）通信販売（インターネット取引を含む）又は訪問販売による契約の締結


（５）金銭の無利息貸付け


（６）1件当たり金10万円以上の物品・サービスの購入


３　和解又は仲裁合意


４　新築、改築、増築又は大修繕�
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　補助の対象となられる方は不十分とはいえ、相当程度の判断力を有する人が対象であることから、補助人に代理権が付与された行為についても、被補助人が自ら行うことも引き続き可能です。一方で、財産の管理や処分などの特定の重要かつ煩雑な行為について、判断能力のあるうちに支援を受けたい行為を指定したうえで、信頼できる人のサポートのもとにそれらを行うという場合、補助人に代理権を付与しておくことが有効な手段になります。











　代理権の行使にあたって補助人に求められるのも、被補助人の自己決定の尊重という姿勢です。各種の契約手続等について、被補助人に代わって行う場合でも、どういう影響や効果がある行為なのかを丁寧に説明して被補助人の理解を求め、可能な場合には被補助人にも立ち会いや同行をしてもらうなど、あくまで支援者としてのスタンスを持って臨むことが重要となります。こうした代理権の行使をスムーズに行うためにも、被補助人との信頼関係の構築とともに、普段から被補助人に対して自立についての自覚を促すことも大切な補助人の使命といえるでしょう。
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日常生活自立支援事業（旧・地域福祉権利擁護事業）とは、社会福祉協議会が実施主体となり、認知症などのために判断能力が不充分となり、日常生活に困っている人に対して、自立した地域生活が安心して送れるように相談や助言、福祉サービス等の利用援助を行う国の事業です。公的制度であるため、簡単な手続きと比較的少額の費用負担で利用でき、地域密着型のサービスが受けられるなど、利用者にとってメリットの大きい制度です。


しかし、財産管理については日常的金銭管理に限られ、重大な財産の処分についてはサービスの適用外であること、いったん有効に成立した契約については取り消すことができないため、不利な契約から本人を守ることができないなど、制度としての限界もあります。　


こうした日常生活自立支援事業の守備範囲外でも、本人を支え守ることが可能になるのが、法定後見制度の補助類型であるといえます。
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　見てきたように、判断能力が不十分な人を支援して、本人の自己決定のもとに生活していけるようにするために、補助類型の利用は十分検討に値します。ところが、補助開始の審判の申立には本人の同意が必要であるため、判断能力の衰えを自覚していない場合や、それを認めたくない場合などには、本人の同意が得られず、この制度の利用へ結びつかないケースもあります。


　こうした場合も、補助類型は自己判断尊重のための制度であることと、同意権と代理権の内容や範囲は本人の意思に基づいて決定できることなどを、丁寧かつ詳しく説明して理解を求め、あくまで本人が納得したうえで、制度利用へ進むことが必要です。本人の自己決定が尊重されるための制度が補助類型であることを、忘れてはならないでしょう。
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■　発行所


特定非営利活動法人ライフサポート東京　事務局


〒１４０－０００１　東京都品川区北品川２丁目８番３号


ＴＥＬ　０３－３４７２－８５９５　ＦＡＸ　０３－３４７１－２３８９


　　ＵＲＬ　http://lifesupport.admini-s.com








行政太郎さんが話を聞いたところ、一郎さんは「音楽を聴くことが趣味なので、迫力のある大きなステレオで大好きなクラシックを聴きたいと思い、近所の電気屋さんから購入しました」と言いました。法律上、補助人であるＮＰＯライフサポート東京は、補助人の同意を得ないで締結された売買契約を取り消すことができます。しかし、行政太郎さんは、一郎さんが悪徳商法に引っかかったのではなく、自らの意思で購入した点、また、一郎さんの家計を考えたうえで、代金を支払っても問題がないと思われる点から、この売買契約を取り消さずに、追認するのが良いと判断しました。





　その後、一郎さんは、大きな買物をする場合には、行政太郎さんに相談してアドバイスをもらうようになりました。一郎さんは成年後見制度を利用したことにより、自分らしい生活、人生を送ることができるよう補助人に支援してもえるとともに、万一、悪徳商法の被害に遭ったり、判断能力の低下により不当な契約を締結してしまったりした場合には、それを取り消してもらえるという「お守り」を手に入れたのでした。
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